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060010
商談会等参加者に対
する数次査証発給要
件の緩和

Ｄ－１
特別の理由があると認められる
場合には数次査証を発給する。

貴省回答にある「特別の理由」につき具体
的に回答されたい。
また、その場合において、どの国に対して
も認められるのか回答されたい。

「特別の理由」とは、査証申請人が頻繁に
訪日する確実な予定があり、かつ個別に査
証申請していたのでは支障が生ずるなど、
数次査証の発給を受ける必要性があるこ
とを指す。上記の措置については国籍によ
る限定はない。

提案主体の意見によれば、商用目的で
来日する中国人について発給される
「APECビジネス数次査証」では、発給対
象者の職位、対象所属企業に限定があ
るが、特区内で開催される特定の国際会
議等への出席者については、職位を問
わず数次査証が取得できるようとあり、こ
れについて検討し回答されたい。

Ｄ－１

「ＡＰＥＣビジネス数次査証」は一定の要件を満たす人
物について現地公館限りの発給を行う制度であり、そ
れ以外の人物についても「特別の理由」がある場合に
は本省経伺の上数次査証を発給することができる。

1008040

福岡
県
（4000
0）、福
岡市
（4013
0）

福岡ア
ジアビ
ジネス
特区

外国人の在留
資格要件（「投
資・経営」在留
資格の取得要
件緩和又は「商
用」在留資格の
新設）の緩和

060020
対内投資企業等の出
張者に対する数次査
証発給要件の緩和

Ｄ－１
特別の理由があると認められる
場合には数次査証を発給する。

貴省回答にある「特別の理由」につき具体
的に回答されたい。
また、その場合において、どの国に対して
も認められるのか回答されたい。

「特別の理由」とは、査証申請人が頻繁に
訪日する確実な予定があり、かつ個別に査
証申請していたのでは支障が生ずるなど、
数次査証の発給を受ける必要性があるこ
とを指す。上記の措置については国籍によ
る限定はない。

1008050

福岡
県
（4000
0）、福
岡市
（4013
0）

福岡ア
ジアビ
ジネス
特区

公的機関が設
置する外国企業
誘致を目的とし
た施設に入居す
る外国企業に従
事する外国人の
在留資格取得
要件の緩和

060030

中国特定地域からの
訪日団体旅行客に対
する短期滞在査証発
給要件の緩和

Ｃ IV

中国国民訪日団体観光におけ
る対象地域については、失踪者
の発生、本制度を悪用した事例
の発生等にも鑑み、関係省庁と
共に全国レベルでの拡大の可
否を慎重に検討している。

貴省の回答では、「関係省庁と共に全国レ
ベルでの拡大の可否を慎重に検討してい
る」とあるが、その検討内容、実施時期に
つき明らかにされたい。
また、特区において先行実施できないか、
検討し、回答されたい。

検討内容や実施時期については、相手国
との関係等もあり、現時点において明らか
にすることは困難である。また、入国した外
国人の移動を制限できない以上、団体観
光旅行の実施は全国レベルにおける対応
が不可欠であり、特区での先行実施は困
難である。

2107010

岡山
県
(3300
0)

日中友
好観光
特区

中国訪日団体
旅行に係る短期
滞在査証発給
特例の一定条
件下での対象地
域拡大

060040
韓国人観光客に対す
る査証免除

Ｃ IV

国際交流の促進を図るという点
は理解できるが、入国した外国
人は入国後自由に国内を移動
できることに鑑み、特区としての
対応になじまず、全国レベルで
対応すべき問題。将来的課題と
して検討したい。韓国人につい
ては、昨年１月より大幅な査証
緩和措置がとられている他、全
国レベルでの査証免除について
も、韓国側と協議を行っている。

貴省回答によれば「全国レベルで対応すべ
き問題。将来的課題として検討したい」との
ことであるが、その検討内容、実施時期に
つき明らかにされたい。
また、地方公共団体が関与する等により特
区において先行実施できないか、検討し、
回答されたい。

査証免除措置の実施については、政治
的、経済的、社会的、公安上の諸要因を総
合的に考慮して検討する必要があるとこ
ろ、相手国との関係等もあり、現時点で検
討内容、実施時期等を明らかにすることは
困難である。なお、入国した外国人の移動
を制限できない以上、査証免除措置は全
国レベルにおける対応が不可欠であり、特
区での先行実施は困難である。

地方公共団体が不法滞在にならないよう
適切な措置を講じることにより、特定の
国や目的により、査証免除措置がとれな
いか我が国の観光振興の観点からも検
討し、回答されたい

B,C Ⅳ

査証免除については全国レベルにおける対応が不可
欠であるところ、韓国人修学旅行生についての全国
レベルでの査証免除については平成１６年度中の実
現を目指すことと致したい。

2041010

長崎
県
(4200
0)

しま交
流人口
拡大特
区

短期滞在査証
の発給手続の
簡素化

060050

韓国人修学旅行生・
スポーツ・文化交流
団体等に対する査証
免除

Ｃ IV

国際交流の促進を図るという点
は理解できるが、入国した外国
人は入国後自由に国内を移動
できることに鑑み、特区としての
対応になじまず、全国レベルで
対応すべき問題。将来的課題と
して検討したい。韓国人につい
ては、昨年１月より大幅な査証
緩和措置がとられている他、全
国レベルでの査証免除について
も、韓国側と協議を行っている。

貴省回答によれば「全国レベルで対応すべ
き問題。将来的課題として検討したい」との
ことであるが、その検討内容、実施時期に
つき明らかにされたい。
また、地方公共団体が関与する等により特
区において先行実施できないか、検討し、
回答されたい。

査証免除措置の実施については、政治
的、経済的、社会的、公安上の諸要因を総
合的に考慮して検討する必要があるとこ
ろ、相手国との関係等もあり、現時点で検
討内容、実施時期等を明らかにすることは
困難である。なお、入国した外国人の移動
を制限できない以上、査証免除措置は全
国レベルにおける対応が不可欠であり、特
区での先行実施は困難である。

地方公共団体が不法滞在にならないよう
適切な措置を講じることにより、特定の
国や目的により、査証免除措置がとれな
いか我が国の観光振興の観点からも検
討し、回答されたい

B,C Ⅳ

査証免除については全国レベルにおける対応が不可
欠であるところ、韓国人修学旅行生についての全国
レベルでの査証免除については平成１６年度中の実
現を目指すことと致したい。

2090010

菊池
市
（4321
0）

韓国修
学旅行
生等の
査証発
給の特
例

韓国修学旅行
生等の査証発
給の特例

060050

韓国人修学旅行生・
スポーツ・文化交流
団体等に対する査証
免除

Ｃ ＩＶ

国際交流の促進を図るという点
は理解できるが、入国した外国
人は入国後自由に国内を移動
できることに鑑み、特区としての
対応になじまず、全国レベルで
対応すべき問題。将来的課題と
して検討したい。韓国人につい
ては、昨年１月より大幅な査証
緩和措置がとられている他、全
国レベルでの査証免除について
も、韓国側と協議を行っている。

貴省回答によれば「全国レベルで対応すべ
き問題。将来的課題として検討したい」との
ことであるが、その検討内容、実施時期に
つき明らかにされたい。
また、地方公共団体が関与する等により特
区において先行実施できないか、検討し、
回答されたい。

査証免除措置の実施については、政治
的、経済的、社会的、公安上の諸要因を総
合的に考慮して検討する必要があるとこ
ろ、相手国との関係等もあり、現時点で検
討内容、実施時期等を明らかにすることは
困難である。なお、入国した外国人の移動
を制限できない以上、査証免除措置は全
国レベルにおける対応が不可欠であり、特
区での先行実施は困難である。

地方公共団体が不法滞在にならないよう
適切な措置を講じることにより、特定の
国や目的により、査証免除措置がとれな
いか我が国の観光振興の観点からも検
討し、回答されたい

B,C Ⅳ

査証免除については全国レベルにおける対応が不可
欠であるところ、韓国人修学旅行生についての全国
レベルでの査証免除については平成１６年度中の実
現を目指すことと致したい。

5083010
熊本
県菊
池市

韓国修学旅行
生等の査証発
給の特例
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060060
台湾人修学旅行生に
対する査証免除

Ｃ Ⅳ

国際交流の促進を図るという点
は理解できるが、入国した外国
人は入国後自由に国内を移動
できることに鑑み、特区としての
対応になじまず、全国レベルで
対応すべき問題。将来的課題と
して検討したい。なお、台湾人に
ついては、修学旅行生を含め、
５年の数次査証を発給してい
る。

貴省回答によれば「全国レベルで対応すべ
き問題。将来的課題として検討したい」との
ことであるが、その検討内容、実施時期に
つき明らかにされたい。
また、地方公共団体が関与する等により特
区において先行実施できないか、検討し、
回答されたい。

査証免除措置の実施については、政治
的、経済的、社会的、公安上の諸要因を総
合的に考慮して検討する必要があるとこ
ろ、相手国との関係等もあり、現時点で検
討内容、実施時期等を明らかにすることは
困難である。なお、入国した外国人の移動
を制限できない以上、査証免除措置は全
国レベルにおける対応が不可欠であり、特
区での先行実施は困難である。

地方公共団体が不法滞在にならないよう
適切な措置を講じることにより、特定の
国や目的により、査証免除措置がとれな
いか我が国の観光振興の観点からも検
討し、回答されたい

C

査証免除については全国レベルにおける対応が不可
欠であるところ、台湾人修学旅行生についての全国
レベルでの査証免除については将来の検討課題と致
したい。

2151010

石垣
市
(4720
7)

観光ビ
ザ発給
要件の
緩和

観光ビザ発給要
件の緩和

060070
台湾人、香港人、韓
国人団体観光客に対
する査証免除

Ｃ Ⅳ

国際交流の促進を図るという点
は理解できるが、入国した外国
人は入国後自由に国内を移動
できることに鑑み、特区としての
対応になじまず、全国レベルで
対応すべき問題。将来的課題と
して検討したい。なお、韓国人に
対しては、昨年１月より大幅に査
証緩和を行った他、全国レベル
での査証免除についても、韓国
側と協議を続けている。また、台
湾人については、５年の数次査
証を、香港人については、旅券
の種類により１年又は３年の数
次査証を発給している。

貴省回答によれば「全国レベルで対応すべ
き問題。将来的課題として検討したい」との
ことであるが、その検討内容、実施時期に
つき明らかにされたい。
また、地方公共団体が関与する等により特
区において先行実施できないか、検討し、
回答されたい。

査証免除措置の実施については、政治
的、経済的、社会的、公安上の諸要因を総
合的に考慮して検討する必要があるとこ
ろ、相手国との関係等もあり、現時点で検
討内容、実施時期等を明らかにすることは
困難である。なお、入国した外国人の移動
を制限できない以上、査証免除措置は全
国レベルにおける対応が不可欠であり、特
区での先行実施は困難である。

地方公共団体が不法滞在にならないよう
適切な措置を講じることにより、特定の
国や目的により、査証免除措置がとれな
いか我が国の観光振興の観点からも検
討し、回答されたい

B,C Ⅳ

査証免除については全国レベルにおける対応が不可
欠であるところ、韓国人修学旅行生についての全国
レベルでの査証免除については平成１６年度中の実
現を目指すことと致したい。

2160010

沖縄
県
(4700
0)

国際観
光・保養
特区

査証発給の特
例の条件緩和

060080
市町村における旅券
申請受付・交付事務
の実施

Ｃ Ⅰ

①地方自治法２５２条の１７の２
に基づく条例による事務処理の
特例措置とは、都道府県が市町
村の規模能力等に応じて地域に
おいて事務配分を定めることを
可能とする制度である。このた
め、静岡県が行う事務を再配分
するか否かは、当該提案市の意
向ではなく、静岡県が当該提案
市の規模能力等をどのように判
断しているかに係っている。②ま
た、本件提案内容は、現行法の
枠組みにおいて、県の出張サー
ビス等の対応により十分に実現
可能なものでもあり、外務省と静
岡県との間でその方向で相談し
ているところである。

事務処理委任を制限する根拠を明らかに
されたい。
市町村の求めに応じて、都道府県が判断
すれば委任できる制度とすべきではない
か。

１.旅券は名義人の国籍と身分を対外的に
証明する公文書であり、その重要性から、
旅券申請を受理する際及び旅券を交付す
る際には厳格な本人確認を行う必要があ
る。また、近年、旅券の不正取得が激増し
ている事情に鑑みても、地方自治法の改
正により旅券取扱事務の一部が法定受託
事務となった後もこれまで以上に厳格な旅
券発給体制を確保する必要がある。
２.また、旅券を発給するに当たっては、行
政の均一性を図る見地から、設備・通信体
制の整備及び職員の訓練・研修等の拡充
等を図ることが必要であるが、旅券発給事
務の一部を数多くの市町村に委託した場
合、これらを確保することは大変非効率的
である。
３．以上のことから、旅券事務は、都道府
県のレベルにおいて行うことが適当である
ことから旅券法において地方自治法の適
用除外が定められたものである。

貴省回答では事務処理委任を制限する
根拠について明確に回答していない。市
町村の求めに応じて、都道府県が判断
すれば委任できる制度とすべきではない
か、再度検討し、回答されたい。

Ｃ Ⅰ

１．国が都道府県に委託している旅券事務は、地
方自治法第２条第５項にいう「都道府県が処理す
べき事務」のうち、「（市町村）の規模又は性質にお
いて一般の市町村が処理することが適当でないと
認められるもの」にあたると解される。このため、地
方自治法上からも、都道府県が行うこととされてい
る旅券事務は、原則都道府県が処理すべきもので
ある。また、旅券法が地方自治法の事務処理特例
等の制度を適用除外する趣旨は、都道府県が行う
旅券事務を規模能力等が千差万別である市町村
全てが行うとすることは膨大な財政措置を伴うこと
から現実的でないとの考えである。
２．また、仮に市が都道府県が行っている旅券事務
の一部を処理する場合には、その事務は当該市が
処理する事務となり、その裨益は当該市民に限ら
れることとなる。この結果、最寄りの周辺自治体の
住民は当該市のサービスを利用できないというデメ
リットが発生する。広域サービスが実現できるとい
う点においては、都道府県による現行体制は市町
村が執行するいかなる場合と比しても優れていると
の考えである。
３．従って、現行法の枠組みの中で県の出張サー
ビス等の対応等静岡県との間で検討しているとこ
ろである。

2244010

掛川
市
（2221
3）

国際交
流振興
特区

旅券法による地
方自治法の適
用除外規定の
緩和


